
(証券コード 8891)
2026年６月２日

(電子提供措置の開始日2026年５月29日)

株 主 各 位
名古屋市中区錦三丁目10番32号

AMGホールディングス株式会社

代表取締役社長 長谷川 克 彦

第41期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第41期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げ

ます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第41期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し

ております。

当社ウェブサイト

https://www.amg-hd.co.jp/ir/meeting.php

また、上記のほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しております。「銘柄名

（会社名）」に「ＡＭＧホールディングス」（全角）又は「コード」に「8891」（半角）

を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」の順に選択の上、ご確認ください

ますようお願い申し上げます。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットの電磁的方法により議

決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討の

上、３頁から４頁のご案内に従って、2026年６月22日（月曜日）午後６時までに議決

権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

― 1 ―

2026年05月15日 11時20分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



記

１. 日 時 2026年６月23日（火曜日) 午前10時00分

２. 場 所 愛知県名古屋市中区錦三丁目11番13号

ホテル名古屋ガーデンパレス ２Ｆ 翼の間

(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)

３. 目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第41期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告

の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委

員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第41期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類

の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第３号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員で

ある取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますよう

お願い申し上げます。

・議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし

て取り扱わせていただきます。

・会社法に基づき、電子提供措置事項については１頁に記載の各ウェブサイトにアクセスの上、

ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り書面でお

送りすることになっていますが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一

律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りします。

・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ

ていただきます。

・今後の状況によりやむを得ず株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、インターネット上

の当社ウェブサイト（アドレス https://www.amg-hd.co.jp）に掲載させていただきます。当社ウ

ェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいますようお願い申し上げます。

・決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、上記の当社ウェブサイトに

掲載させていただきます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

― 2 ―

2026年05月15日 11時20分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



議決権行使のご案内
後記株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますよう
お願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つがございます。

書面及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効

な議決権行使としてお取り扱いいたします。

また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権

行使としてお取り扱いいたします。

インターネットで議決権

を行使する方法

書面で議決権を

行使する方法
株主総会に

ご出席する方法

当日ご出席の際は、お手数なが

ら、同封の議決権行使書用紙を

会場受付へご提出ください。

行使期限

２０２６年６月２２日（月）

午後６時入力完了分まで
２０２６年６月２２日（月）

午後６時到着分まで
２０２６年６月２３日（火）

午前１０時

行使期限 株主総会開催日時

次頁の案内に従って、議案の賛

否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に議案の
賛否をご表示の上、ご返送くださ
い。議決権行使書面において、議
案に賛否の表示がない場合は、賛
成の意思表示をされたものとして
取り扱わせていただきます。
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見 本

見 本

ＱＲコードを読み取る方法
「スマート行使」

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力すること
なく議決権行使ウェブサイトにログインすること
ができます。

議決権行使書用紙右下に記載のＱＲコード
を読み取ってください。

１

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

２

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

３

２ 以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

４ 以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

１ 議決権行使ウェブサイトに
アクセスしてください。

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」

を入力

「ログイン」を

クリック

「パスワード」

を入力

実際にご使用になる

新しいパスワードを

設定してください

「登録」をクリック

※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」での議決権行使は１回に
限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数で
すがＰＣ向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙
に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力し
てログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※ＱＲコードを再度読み取っていただくと、ＰＣ向け
サイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法等がご不明な場

合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：０１２０-６５２-０３１（フリーダイヤル）

（受付時間 午前９時～午後９時）

議決権行使
ウェブサイト

https://www.web54.net

― 4 ―

2026年05月15日 11時20分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



事 業 報 告

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善や所得環境の改善により、

引き続き緩やかな回復基調が続いております。その一方で、2026年初頭からの中東

情勢悪化は、サプライチェーンの混乱や原材料価格の高騰を招き、世界経済に大き

な影響を与え、国内の景気を下押しする可能性があるため、景気の先行きは依然と

して不透明な状況が続いております。

不動産業界においては、地価の高止まりに加え、建設コストの値上がりが依然と

して続いております。また、住宅ローン金利上昇による住宅取得費用の値上がりも

懸念されることから、引き続き予断を許さない状況が続いております。

建設業界においては、法人による商業施設等への設備投資や建替えの需要は堅調

に推移しております。しかし、中東情勢の悪化がサプライチェーンに大きな影響を

及ぼしており、建築資材、住宅設備機器等の受注停止、値上げ等が相次いで発生し

ていることから、予断を許さない状況となっております。

そのような状況の中、当社グループの当連結会計年度における業績は、売上高

31,352百万円（前年同期比3.1％増）、営業利益1,930百万円（前年同期比24.5％増）、

経常利益1,812百万円（前年同期比25.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

1,159百万円（前年同期比18.9％増）となりました。

(2) セグメントの業績概況

当社の報告セグメント区分は、前連結会計年度において「分譲マンション事業」

「注文建築事業」「戸建分譲事業」「不動産管理事業」「賃貸事業」としておりました

が、事業活動の実態を適正に反映させ、セグメントごとの戦略立案による成長を目

指すことを目的として、当連結会計年度の期首より「建設事業」「不動産開発事業」

「不動産管理事業」の３つのセグメントに集約しております。

（建設事業）

建設事業では、主に商業施設、医療施設の他、テナント・オフィスビルや分

譲・賃貸マンション等の設計及び施工、並びに土木工事の施工を請け負っており

ます。

当連結会計年度において、自動車販売店舗、分譲マンション、商業施設、医療

施設等の工事について、工事の進捗に応じた売上高と利益を計上しております。

以上の結果、売上高10,661百万円（前年同期比4.0％増）、セグメント利益（営

業利益）734百万円（前年同期比24.5％増）となりました。
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（不動産開発事業）

不動産開発事業では、分譲マンション及び戸建分譲住宅の企画・開発及び販売

を行っております。

当連結会計年度において、分譲マンションについては、187戸（前期は176戸及

び1棟売りマンション）の新規契約、156戸（前期は144戸及び１棟売りマンショ

ン）の引渡しを行っております。また、戸建分譲住宅については、332戸（前期は

321戸）の新規契約、322戸（前期は316戸）の引渡しを行っております。

以上の結果、売上高20,305百万円（前年同期比4.2％増）、セグメント利益（営

業利益）は、1,659百万円（前年同期比20.0％増）となりました。

（不動産管理事業）

不動産管理事業では、当社グループで分譲したマンション及び戸建住宅並びに

その他不動産の管理・保守点検、大規模修繕工事のコンサルタント等を行ってお

ります。

当連結会計年度において、エムジー総合サービス㈱で分譲マンション250棟

6,681戸の管理、㈱ハウメンテで戸建住宅6,730戸の保守・点検を手掛けておりま

す。

以上の結果、売上高942百万円（前年同期比9.1％増）、セグメント利益(営業利

益）207百万円（前年同期比3.3％増）となりました。

(3) 設備投資の状況

当連結会計年度中における設備投資額は128,743千円であります。これは主に、賃

貸用不動産取得によるものであります。

(4) 資金調達の状況

当連結会計年度の設備資金等及び運転資金は、自己資金及び借入金で賄っており、

増資及び社債発行による資金調達は行っておりません。

(5) 対処すべき課題

建設・不動産業界においては、プロジェクト用地及び建設資材価格の高止まり並

びに建設労務費の値上がりが続いております。不動産開発事業におきましては、住

宅ローン金利上昇による住宅取得費用の値上がりも懸念されることから、引き続き

予断を許さない状況が続いております。その一方で建設事業におきましては、首都

圏を中心に法人による商業施設等への設備投資や建替えの需要は堅調に推移してお

ります。このような環境のもと、当社グループは以下の課題に対処してまいります。
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① 従業員の年齢構成の適正化

事業を継続する上で、経験と実績を積んだ社員の確保が必要不可欠となります。

当社グループは、中間層及び若年層社員が多い釣鐘型の年齢ピラミッド構成を目

指し、働き方改革を更に推進させ、労働環境の整備・改善を積極的に行い、その

質の向上を図ることで、中間層及び若年層社員が長く働くことができる環境の整

備を図ってまいります。

② 原価低減、建設技術者の確保及び建設セグメントの強化

建設事業は、今後も収益力の向上が期待できるセグメントと考えております。

これは、建設需要の増加に対し、工事の受け手が減少しているため、請負価格へ

の価格転嫁が可能な環境が整いつつあるためです。

建設技術者数は高齢化により年々減少しており、建設労務費の上昇も続いてお

りますが、建設技術者数を確保できれば、売上高とセグメント利益を増加させる

ことが可能となります。このため、当社グループは、働き方改革を更に推進させ、

技術系社員の労働環境の整備・改善を積極的に行うことで建設技術者の育成と確

保に努めてまいります。

③ プロジェクト用地仕入の強化及び原価低減

不動産開発事業におけるプロジェクト用地価格の上昇は、今後も継続するもの

と想定されます。引き続き用地取得ルートの拡大、土地所有者との相対商談の強

化、他社との協働開発等を通じて、早期に販売可能なプロジェクト用地の仕入、

開発を積極的に進めてまいります。

また、設計段階での仕様の見直し、外国籍社員による工事の内製化、造成工事

の一部内製化等を通じて原価低減を図り、顧客が購入できる価格での住宅の供給

を進めてまいります。

④ 財務基盤の強化

先行きが不透明な環境下においても経営の安定性を維持し、持続的な成長を実

現するためには、財務基盤の強化を図ることが重要であると考えております。自

己資本比率30％以上を維持するとともに、販売用不動産の早期売却等により、総

資産回転率を改善してまいります。
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(6) 財産及び損益の状況

企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
第38期

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

第39期

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

第40期

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

第41期

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

売 上 高
(千円)

22,805,710 29,089,586 30,417,651 31,352,850

経 常 利 益
(千円)

1,388,217 1,713,513 1,442,229 1,812,663

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(千円)
2,946,904 1,090,481 975,204 1,159,129

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円)
1,024.73 378.48 344.28 413.80

総 資 産
(千円)

28,927,762 33,147,969 29,325,960 31,968,383

純 資 産
(千円)

9,478,686 10,394,833 10,982,546 11,985,462

(注) １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

(i) 親会社との関係

当社の親会社は、VTホールディングス㈱で、同社は当社の株式を1,216,948株

（議決権比率43.49％）保有しております。また、当社には親会社との兼務役員

がおります。

(ⅱ) 親会社等との間の取引に関する事項

当社は、親会社等との取引に関して、市場金利等を勘案して取引条件等を決

定しておりますので妥当性はあるものと考えております。また、当社取締役会

を中心とした独自の意思決定を行っており、意思決定手続の正当性については

問題ないものと考えております。

(ⅲ) 親会社との間の契約

当社は、親会社との間に極度貸付契約を締結し、80億円を限度として借入を

行っております。
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② 子会社の状況

会社名 資本金 議決権比率 主要な事業内容

㈱エムジーホーム 100,000千円 100％ 不動産開発事業

㈱アーキッシュギャラリー 170,000千円 100％ 建設事業

エムジー総合サービス㈱ 30,000千円 100％ 不動産管理事業

㈱TAKI HOUSE 100,000千円 100％ 不動産開発事業

㈱ミライエ 10,000千円 100％ 不動産開発事業

㈱髙垣組 50,000千円 100％ 建設事業

㈱川﨑ハウジング 25,000千円 100％ 不動産開発事業

㈱ハウメンテ 10,000千円 100％ 不動産管理事業

(注) ㈱ミライエの株式は、㈱TAKI HOUSEを通じての間接所有となっております。

(8) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

当社グループの主要な事業は以下のとおりであります。

（建設事業）

自動車関連施設をはじめとする商業施設、分譲マンション、収益不動産（テナ

ントビル・賃貸マンション等）及び注文住宅の設計・施工を行っております。本

事業は、主に㈱アーキッシュギャラリー及び㈱髙垣組が行っております。

（不動産開発事業）

第一次取得者層向けに、愛知県及び岐阜県においてファミリー向けの新築分譲

マンションの企画・販売を行っております。本事業は、㈱エムジーホームが行っ

ております。また、東京都、神奈川県、三重県、熊本県及び福岡県において新築

戸建分譲住宅の設計・施工・販売を行っております。本事業は、㈱TAKI HOUSE、

㈱ミライエ及び㈱川﨑ハウジングが行っております。

（不動産管理事業）

当社グループで分譲したマンション、戸建住宅及びその他不動産の管理・保守

点検、大規模修繕工事のコンサルタント等を行っております。本事業は、エムジ

ー総合サービス㈱及び㈱ハウメンテが行っております。
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(9) 主要な事業所等（2026年３月31日現在）

① 当社

本社 名古屋市中区

② ㈱エムジーホーム

本社 名古屋市中区

名古屋北支店 愛知県一宮市

③ ㈱アーキッシュギャラリー

本社 名古屋市中区

東京支店 東京都港区

名古屋支店 名古屋市中区

大阪支店 大阪市西区

④ エムジー総合サービス㈱

本社 愛知県一宮市

⑤ ㈱TAKI HOUSE

本社 川崎市多摩区

自由が丘店 東京都目黒区

⑥ ㈱ミライエ

本社 川崎市多摩区

⑦ ㈱髙垣組

本社 岐阜県郡上市

岐阜支店 岐阜県岐阜市

名古屋支店 名古屋市中区

⑧ ㈱川﨑ハウジング

本社 熊本市北区

久留米支店 福岡県久留米市

中部支社 三重県津市

四日市支店 三重県四日市市

⑨ ㈱ハウメンテ

本社 熊本市北区

久留米支店 福岡県久留米市

三重支店 三重県津市

四日市支店 三重県四日市市
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（10）従業員の状況（2026年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減

293名 ＋14名
(注) 従業員数には臨時従業員17名を含んでおります。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

４名 +３名 45歳 ０年

（11）主要な借入先（2026年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 額

千円

岐 阜 信 用 金 庫 2,108,916

㈱ 横 浜 銀 行 1,706,124

㈱ 京 都 銀 行 765,008

㈱ 商 工 組 合 中 央 金 庫 728,575

㈱ 肥 後 銀 行 695,800

２. 会社の株式に関する事項

（1）発行可能株式総数 6,400,000株

（2）発行済株式の総数 2,906,048株 (自己株式104,898株を含む）

（3）株主の総数 2,171名

（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数（株） 持 株 比 率（％）

VT ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 1,216,948 43.44

㈱ SBI ネ オ ト レ ー ド 証 券 130,800 4.67

い ち い 信 用 金 庫 80,000 2.86

INTERACTIVE BROKERS LLC 55,900 2.00

宮 川 和 利 47,400 1.69

中 野 建 設 ㈱ 46,300 1.65

新 原 栄 寿 45,700 1.63

AMG ホ ー ル デ ィ ン グ ス 社 員 持 株 会 39,200 1.40

徳 倉 建 設 ㈱ 36,600 1.31

㈱ SBI 証 券 32,423 1.16

（注）1.当社は、自己株式を104,898株保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2.上記持株比率は、自己株式（104,898株）を控除して計算しております。
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３. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（2026年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 長谷川 克 彦

取 締 役 会 長 伊 藤 誠 英
VTホールディングス㈱ 専務取締役
㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長

常 務 取 締 役 大 西 昌 也 ㈱アーキッシュギャラリー 常務取締役

取 締 役 大 脇 貴 志 管理部長

取 締 役
（常勤監査等委員）

吉 村 裕 彦

取 締 役
（監査等委員）

岡 田 千 絵

弁護士
鹿倉法律事務所 パートナー
愛知時計電機㈱ 社外取締役
公益財団法人名古屋まちづくり公社 監事

取 締 役
（監査等委員）

小 出 修 平
公認会計士
仰星監査法人 代表社員
㈱トラスト 社外監査役

（注）１．監査等委員である取締役岡田千絵氏及び小出修平氏は社外取締役であります。
２．当社は、監査等委員である取締役小出修平氏を独立役員として東京証券取引所及び名古屋

証券取引所に届け出ております。
３．社外役員の他の法人等の業務執行者としての重要な兼職状況及び当社と当該兼職先との関

係は、次のとおりです。取締役岡田千絵氏が所属する鹿倉法律事務所と当社との間に特別
の関係はありません。取締役小出修平氏が所属する仰星監査法人と当社との間に特別の関
係はありません。

４．社外役員の他の法人等の社外役員としての重要な兼職状況及び当社と当該兼職先との関係
は、次のとおりです。取締役岡田千絵氏は、愛知時計電機㈱の社外取締役及び公益財団法
人名古屋まちづくり公社の監事を兼任しておりますが、当社と同社及び同法人との間に特
別の関係はありません。取締役小出修平氏は、㈱トラストの社外監査役を兼任しておりま
すが、当社と同社との間に特別の関係はありません。

５．取締役岡田千絵氏は、当社の特定関係事業者（親会社）であるVTホールディングス㈱の社
外取締役の三親等以内の親族であります。

６．当社は、取締役及び従業員へのヒアリング、議事録や決裁書類の閲覧を通じた当社及び連
結子会社からの情報収集、重要な社内会議での情報共有並びに内部監査部門と監査等委員
会との十分な連携を可能にするため、吉村裕彦氏を常勤の監査等委員として選定しており
ます。

７．2025年６月24日開催の第40期定時株主総会終結の時をもって、岡康正氏は監査等委員であ
る取締役を辞任いたしました。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）は、会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額として
おります。

(3) 取締役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年２月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の

内容にかかる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等において、報

酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合してい

ることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

（ⅰ）基本方針

当社の取締役の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方

針とし、固定報酬としての基本報酬と役員退職慰労金で構成しております。

（ⅱ）基本報酬及び役員退職慰労金の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数

に応じて、他社水準、当社の業績、職務に対する評価、中長期的な経済情勢

等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

役員退職慰労金は、長期的なインセンティブ付与を目的に毎年一定額を引

き当て、退任時に一括して支給するものとしております。

② 取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く）の金銭報酬の額は、2021年２月25日

開催の臨時株主総会において年額２億円以内（うち、社外取締役年額２千万円以

内）と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該

臨時株主総会終結時点の取締役の員数は４名（うち、社外取締役は０名）です。

監査等委員である取締役の金銭報酬の額につきましても、2021年２月25日開催

の臨時株主総会において年額３千万円以内と決議しております。当該臨時株主総

会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体

的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の
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額の決定であります。

この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事

業の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。

取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締

役会に原案を諮問し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該内容に従って

決定をしなければならないこととしております。

④ 取締役の報酬等の総額（2025年４月１日～2026年３月31日）

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)
対象となる

役員の員数(人)基本報酬
業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役（監査等委員を除く)
（うち社外取締役）

38,250
(―)

38,250
(―)

―
(―)

―
(―)

２
(―)

取締役（監査等委員)
（うち社外取締役）

12,660
(4,860)

12,660
(4,860)

―
(―)

―
(―)

４
(３)

(注）１．当事業年度末時点の取締役（監査等委員を除く）４名のうち２名は無報酬であり上記から
除いております。

２．上記のほか、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の費用計上額7,933千円がありま
す。

３．上記のほか、社外取締役が当社親会社等又は当社親会社の子会社等から受けた役員として
の報酬額は１百万円です。
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(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

重要な兼職先である他の法人等と当社との関係につきましては12頁「(1)取締役

の状況」に記載のとおりであります。

② 当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況

社外取締役
(監査等委員)

岡田千絵

当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席
し、また、当事業年度に開催された監査等委員会
12回全てに出席いたしました。弁護士としての専
門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提
言を行っております。また、監査等委員会におい
て、監査結果についての意見交換、監査に関する
重要事項の協議等を行っております。

社外取締役
(監査等委員)

小出修平

社外取締役就任後に開催された取締役会10回中９
回に出席し、また、社外取締役就任後に開催され
た監査等委員会10回中９回に出席いたしました。
公認会計士としての専門的見地から意見を述べる
など、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための助言・提言を行っております。また、
監査等委員会において、監査結果についての意見
交換、監査に関する重要事項の協議等を行ってお
ります。
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４. 会計監査人の状況

(1) 名称 監査法人アンビシャス

(2) 報酬等の額

報酬等の額

① 当事業年度に係る報酬等の額 18,582千円

② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

18,582千円

(注)１．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並び
に会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討し
た結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の額はこ
れらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要が

あると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締

役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いた

します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集され

る株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

５. 会社の体制及び方針

（1）業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制の基本方針についての決定内容の概要は以下の

とおりであります。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

ⅰ 代表取締役社長はコンプライアンスの責任者として、企業行動憲章、コンプ

ライアンス規程等の整備、内部監査室の監査等を通じて、取締役及び使用人の

法令及び定款の遵守を徹底します。

ⅱ 外部の弁護士事務所を通報窓口とする内部通報制度を設け、法令違反等を早

期に発見する体制を整備しております。また、内部通報規程により、通報者が

不利益な取扱いを受けない体制を確保しております。
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ⅲ 反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全を脅かす反

社会的勢力とは断固として対決するものとし、一切の関係を遮断します。

ⅳ 財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に基づき、財務

報告に係る内部統制の体制構築・整備を推進します。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録、取締役の

職務の執行に係る情報・文書は、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保

存・管理を行います。また、取締役は、当該資料を常時閲覧することができるも

のとします。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ 当社は、リスク管理に関する基本ルールとして「リスク管理規程」を作成し、

リスク管理についての情報収集・分析・評価・対応を通じたリスク管理体制を

確立しております。

ⅱ 内部監査室は、代表取締役社長直属の組織として内部監査を行い、損失の危

険のある業務執行が発見された場合には、監査結果を代表取締役社長及び監査

等委員会に報告します。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ 当社は、毎月定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて取締役会を開催

し、迅速な意思決定を行います。

ⅱ 各取締役の業務執行の適切な分担を実施し、効率的に業務執行が行われる体

制を構築します。

５．当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保

するための体制

ⅰ 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社に対して事業内容に係る報告、

重要な案件に係る事前承認等を求めることにより、子会社の業務執行の適正を

確保するよう努めます。

ⅱ 当社は、グループコンプライアンス委員会を通じて、法令及び定款を遵守す

る体制をグループ会社と共有しております。
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６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役

（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに監査等委員

会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

ⅰ 必要に応じて、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くこととしてお

ります。

ⅱ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命、異動、評価、懲戒等につい

ては、監査等委員会の同意を必要とするものとし、取締役（監査等委員である

取締役を除く。）からの独立性を確保します。

７．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告す

るための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、子会社の取締役、監

査役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、監査等委員会の監査が実

効的に行われることを確保するための体制及び報告をしたことを理由として不利

な取扱いを受けないことを確保するための体制

ⅰ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人、並びに当社グループ

取締役、監査役及び使用人は、当社グループの業務又は業績に影響を与える重

要な事項について、監査等委員会に都度報告することとしております。

ⅱ 監査等委員会に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利

益な取扱いを受けないことを内部通報規程により禁止しております。

ⅲ 監査等委員会は、定期的に代表取締役、内部監査室、監査法人、子会社の取

締役及び監査役と意見交換する機会を設けます。

ⅳ 監査等委員会がその職務執行について生じる前払い又は償還等の請求をした

ときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速

やかに支払を行うものとします。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、上記の体制を整備しており、その基本方針に基づき、以下の取り組み

を行っております。

① 親会社の定める「VTホールディングスグループ コンプライアンス行動規範」

について啓蒙を行い、遵守徹底を義務付けております。

② 不定期に経営会議を開催しており、子会社を含む当社グループの諸課題は経

営陣に遅滞なく報告がなされ、迅速かつ効率的な経営的対処ができる体制を構

築しております。

③ 取締役会は毎月開催されております。社外取締役は、全ての取締役会に出席

しており、取締役の職務執行の適法性を確保しております。また、その他に取

締役会の決議があったとみなす書面決議が15回ありました。
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④ 監査等委員である取締役は、経営会議を含む重要な会議に参加し、専門知

識・経験に基づく適切な意見を述べ、重要な情報については監査等委員会にお

いて他の監査等委員との共有を図り、意見を求めました。

⑤ 監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門は定期的に会合を行い、情報の

共有を図っております。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本

方針については、特に定めておりません。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重点課題の一つとして位置付け

ており、連結業績、剰余金の水準、今後のM&Aの動向等を勘案の上、株主の皆様に継

続的な配当を実施することを基本方針としております。また、内部留保資金につき

ましては、企業価値向上のため、既存事業の拡大に向けた投資やM&A等に活用してま

いります。

上記方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、2025年５月14日

付の配当予想のとおり、１株当たり70円（中間配当35円、期末配当35円）といたし

ました。

また、2027年３月期の剰余金の配当につきましては、2027年３月期の連結業績予

想にかかわらず、１株当たり80円（中間配当40円、期末配当40円）を維持する予定

をしております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(2026年３月31日現在)
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 28,931,750 流 動 負 債 16,083,372

現 金 及 び 預 金 3,483,504 支 払 手 形 431,500

受取手形、売掛金及び契約資産 2,718,756 買 掛 金 2,229,796

販 売 用 不 動 産 9,263,051 短 期 借 入 金 8,016,477

仕 掛 販 売 用 不 動 産 12,816,291 未 払 法 人 税 等 448,055

前 渡 金 207,772
1 年 内 返 済 予 定
長 期 借 入 金

3,022,336

そ の 他 442,373 契 約 負 債 1,104,933

固 定 資 産 3,036,633 完 成 工 事 補 償 引 当 金 79,108

有 形 固 定 資 産 2,279,159 そ の 他 751,164

建 物 及 び 構 築 物 584,179 固 定 負 債 3,899,548

工 具、 器 具 及 び 備 品 55,349 長 期 借 入 金 3,568,122

土 地 1,605,360 退 職 給 付 に 係 る 負 債 119,749

そ の 他 34,270 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 139,095

無 形 固 定 資 産 184,405 そ の 他 72,581

の れ ん 158,116 負 債 合 計 19,982,920

そ の 他 26,289 純 資 産 の 部

投 資 そ の 他 の 資 産 573,068 株 主 資 本 11,926,794

投 資 有 価 証 券 124,243 資 本 金 1,168,021

差 入 保 証 金 121,628 資 本 剰 余 金 170,903

そ の 他 327,196 利 益 剰 余 金 10,749,026

自 己 株 式 △161,157

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額

58,668

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

58,668

純 資 産 合 計 11,985,462

資 産 合 計 31,968,383 負債・純資産合計 31,968,383
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連 結 損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 31,352,850

売 上 原 価 26,284,752

売 上 総 利 益 5,068,098

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,137,752

営 業 利 益 1,930,345

営 業 外 収 益 73,854

受 取 利 息 5,146

受 取 配 当 金 3,294

雑 収 入 61,240

そ の 他 4,172

営 業 外 費 用 191,536

支 払 利 息 162,488

そ の 他 29,048

経 常 利 益 1,812,663

特 別 損 失 61,467

固 定 資 産 売 却 損 44,500

固 定 資 産 撤 去 費 用 2,425

減 損 損 失 14,542

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,751,196

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 655,498

法 人 税 等 調 整 額 △63,431 592,066

当 期 純 利 益 1,159,129

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,159,129
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連結株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰 余 金 利益剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,168,021 170,903 9,771,973 △161,091 10,949,806

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △182,075 △182,075

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

1,159,129 1,159,129

自 己 株 式 の 取 得 △65 △65

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 977,053 △65 976,987

当 期 末 残 高 1,168,021 170,903 10,749,026 △161,157 11,926,794

その他の包括利益累計額

純資産 合 計その他有価証券
評価差 額 金

その他の包括利益累計額合計

当 期 首 残 高 32,739 32,739 10,982,546

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △182,075

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

1,159,129

自 己 株 式 の 取 得 △65

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,928 25,928 25,928

当 期 変 動 額 合 計 25,928 25,928 1,002,916

当 期 末 残 高 58,668 58,668 11,985,462
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数 ８社

（2）連結子会社の名称

株式会社エムジーホーム

株式会社アーキッシュギャラリー

エムジー総合サービス株式会社

株式会社TAKI HOUSE

株式会社ミライエ

株式会社髙垣組

株式会社川﨑ハウジング

株式会社ハウメンテ

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社数

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産及び

仕掛販売用不動産

個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

貯 蔵 品 最終仕入原価法による原価法
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（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

①建物及び構築物 定額法

但し、1998年３月31日以前に取得した建物並びに2016

年３月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物は

定率法

②工具、器具及び備品 定率法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

長 期 前 払 費 用 均等償却しております。

（3）引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

賞 与 引 当 金 従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の

うち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

完成工事補償引当金 完成引渡済工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、

過年度の実績を基礎に将来の補償見込額を加味して算

定した見積補償額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

（4）のれんの償却方法及び償却期間

のれん 20年間以内の効果が及ぶ期間で均等償却しております。

（5）その他連結計算書類作成のための基本となる重要事項

控除対象外消費税の会計処理 控除対象外消費税については、販売費及び一般管理費

として処理しております。
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（6）収益及び費用の計上基準

当社グループは、建設事業並びにマンション及び戸建分譲住宅の不動産開発事業

を行っております。取引価格は顧客との契約に係る価格で算定しております。建設

事業における建築請負契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約

については、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗

度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価

の総額に占める割合に基づいて行っております。それ以外の契約については引渡し

時点において顧客が支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、

物件が引き渡される一時点で収益を認識しております。

（会計上の見積りに関する注記）

１．繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 189,496千円

（2）連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

① 算出方法

将来事業計画により見積もられた将来の課税所得に基づき、繰延税金資産を

計上しております。

② 主要な仮定

当社グループでは、繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りについて、

連結計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって

影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場

合、翌報告期間以降の連結計算書類において繰延税金資産を認識する金額に重

要な影響を与える可能性があります。このため②に記載した主要な仮定につい

ては最善の見積りを前提にしておりますが、今後の経済動向によって、事後的

な結果と乖離が生じる可能性があります。
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２．原価進捗度に基づく収益認識

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

完成工事高 3,500,936千円

（2）連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

① 算出方法

原価進捗度に基づき計上した完成工事高は、工事収益総額、工事原価総額及

び決算日における原価進捗度を合理的に見積り、これに応じて計上しておりま

す。

② 主要な仮定

原価進捗度に基づく完成工事高の計上にあたっては、工事収益総額、工事原

価総額及び連結会計年度末における原価進捗度を合理的に見積る必要がありま

す。工事原価総額の見積りは、工事契約毎の実行予算によって行います。実行

予算作成時には、将来の気象条件を含む作成時点で入手可能な情報に基づいた

施工条件及び資機材価格について仮定を設定し、作業効率等を勘案して工種毎

の詳細な見積りを積み上げることによって工事原価総額を見積ります。工事着

工後は工事担当者において実際の発生原価と対比して適時・適切に工事原価総

額の見直しを行っており、支店においては工事担当者からの実行予算管理表等

の報告書による見直し後の工事原価総額について検討・分析を実施します。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約の完成工事高の計上は、

様々な仮定と見積りに基づいており、将来の不確実な状況の変化等により見直

しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する完成

工事高等に重要な影響を与える可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 1,279,928千円

２．担保に供している資産

仕掛販売用不動産 7,442,842千円

販売用不動産 903,889千円

建 物 172,306千円

土 地 396,119千円

差入保証金 19,880千円

合 計 8,935,038千円

担保提供資産に対応する債務

短期借入金 4,038,925千円

１年内返済予定長期借入金 1,579,200千円

長期借入金 2,211,400千円

合 計 7,829,525千円

３．偶発債務

顧客の住宅ローン残高に対する債務保証額 48,528千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

普通株式(株) 2,906,048 ― ― 2,906,048

２．自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

普通株式(株) 104,865 33 ― 104,898

(注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。

３．配当に関する事項

（1）配当金支払金額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

(円）

基準日 効力発生日

2025年５月14日

取締役会
普通株式 84,035 30.0

2025年

３月31日

2025年

６月４日

2025年10月22日

取締役会
普通株式 98,040 35.0

2025年

９月30日

2025年

12月1日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が

翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資

配当金

の総額

(千円)

１株当たり

配当額

(円)

基準日 効力発生日

2026年５月20日

取締役会
普通株式 利益剰余金 98,040 35.0

2026年

３月31日

2026年

６月３日

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に関する取組方針

当社グループは、マンション・戸建住宅の企画・販売を行うための用地取得に

関して、必要な資金を銀行借入れにより調達しております。一時的な余資は安全

性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入れ、又はグルー

プファイナンスにより調達しております。
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（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の

変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。

借入金及び社債は、事業に必要な資金の調達を目的としたものでありますが、

このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当社グループは、営業債権、その他の投資について、主要な相手先の状況を

定期的にモニタリングし、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価や取引先の財務状況を把握しており

ます。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当社グループは、管理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、営

業部門より代金の回収状況を常時ヒアリングすることにより、流動性リスクを

管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額が無い場合には

合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要

因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が

変動することもあります。

（5）信用リスクの集中

当期の決算日現在における営業債権中には、該当事項はありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日（当期の決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれら

の差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借

対照表計上額2,693千円）は、「投資有価証券」には含めておりません。また、現金は

注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似すること

から、注記を省略しております。
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（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1)受取手形、売掛金
及び契約資産

2,718,756 2,718,756 △0

(2)投資有価証券 121,550 121,550 ―

資産計 2,840,306 2,840,306 △0

(1)支払手形 431,500 431,500 ―

(2)買掛金 2,229,796 2,229,796 ―

(3)短期借入金 8,016,477 8,016,477 ―

(4)社債 95,000 95,000 ―

(5)長期借入金 6,590,458 6,523,705 △66,752

負債計 17,363,231 17,296,479 △66,752

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格

により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプ

ットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低

いレベルに時価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 121,550 ― ― 121,550
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（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

受取手形、売掛金
及び契約資産

― 2,718,756 ― 2,718,756

資産計 ― 2,718,756 ― 2,718,756

支払手形 ― 431,500 ― 431,500

買掛金 ― 2,229,796 ― 2,229,796

短期借入金 ― 8,016,477 ― 8,016,477

社債 ― 95,000 ― 95,000

長期借入金 ― 6,523,705 ― 6,523,705

負債計 ― 17,296,479 ― 17,296,479

（注）１．時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市

場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しておりま

す。

受取手形、売掛金及び契約資産

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満

期までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法によ

り算定しており、レベル２の時価に分類しております。

支払手形及び買掛金、並びに短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと

から、当該帳簿価額により算定しており、レベル２の時価に分類してお

ります。

社債、長期借入金

これらの時価は元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に

想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の

時価に分類しております。
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（注）２．受取手形、売掛金及び契約資産の決算日後の回収予定額

（単位：千円）

区分 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

受取手形、
売掛金及び
契約資産

2,718,730 26 ― ― ― ―

（注）３．社債、長期借入金の決算日後の返済予定額

(単位：千円）

区分 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

社債 95,000 ― ― ― ― ―

長期借入金 3,022,336 2,706,292 535,376 161,172 65,092 100,190

合計 3,117,336 2,706,292 535,376 161,172 65,092 100,190

（賃貸等不動産に関する注記）

１．賃貸等不動産

当社グループでは、愛知県その他の地域において、賃貸用地や賃貸マンション等

を所有しており、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び時価は次のとおり

であります。

(単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価

1,008,187 945,613

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失計

上額を控除した金額であります。

２．時価の算定方法

固定資産税評価額に基づいた金額に合理的な調整を行って算定しており

ます。

２．賃貸等不動産に関する損益

2026年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は68,739千円（賃貸収

益は売上高に、賃貸原価は売上原価に計上）であります。
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（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 4,278円76銭

１株当たり当期純利益 413円80銭

（収益認識に関する注記）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円）

建設事業
不動産開発

事業

不動産管理

事業
合計

顧客との契約から生じる収益 10,222,287 20,271,763 757,256 31,251,307

その他の収益 ― ― 101,543 101,543

外部顧客への売上高 10,222,287 20,271,763 858,799 31,352,850

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社グループは、商業施設、分譲マンション等の設計・施工の請け負い、分譲

マンション及び戸建分譲住宅の企画・販売を行っております。取引価格は顧客と

の契約に係る価格で算定しております。建築請負契約のうち、一定の期間にわた

り履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度に基づき

収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した

工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。

それ以外の契約については引渡し時点において顧客が支配を獲得し、履行義務が

充足されると判断していることから、物件が引き渡される一時点で収益を認識し

ております。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フロ

ーとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結

会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 342,593

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,184,788

契約資産（期首残高） 1,558,259

契約資産（期末残高） 1,533,968

契約負債（期首残高） 678,016

契約負債（期末残高） 1,104,933

契約資産は、顧客との建物の建築工事の請負、又は設計・監理業務の受託につ

いて、期末日時点で一部又は全部の履行義務を果たしているが未請求の建築工事、

又は設計・監理業務に係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するもの

であります。契約資産は、対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件にな

った時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該建築工事の請

負、又は設計・監理業務の受託に関する対価は、各工事請負契約、又は各設計・

監理業務委託契約において定められた支払い条件に従い請求し、概ね１か月以内

に受領しております。

契約負債は、主に顧客との不動産売買契約に基づき顧客から受け取った前受金

に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれてい

た金額は678,016千円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末において未充足の履行義務に配分した取引価格は

4,783,302千円であり、当該取引価格は建設事業セグメントに属するもので、工

事請負契約又は設計・監理業務委託契約に係るものであります。

建設事業セグメントにおける未充足の履行義務は、当連結会計年度末から起

算して概ね２年以内に完了し、収益と認識される見込みであります。
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貸 借 対 照 表

(2026年３月31日現在)
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 3,256,567 流 動 負 債 3,126,625

現 金 及 び 預 金 143,098 関 係 会 社 短 期 借 入 金 2,885,302

関 係 会 社 短 期 貸 付 金 3,086,300
１ 年 内 返 済 予 定
長 期 借 入 金

211,664

そ の 他 27,168 そ の 他 29,658

固 定 資 産 2,853,440 固 定 負 債 679,917

有 形 固 定 資 産 3,457 長 期 借 入 金 641,252

建 物 及 び 構 築 物 3,039 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 38,356

工 具、 器 具 及 び 備 品 418 そ の 他 309

無 形 固 定 資 産 287 負 債 合 計 3,806,542

ソ フ ト ウ ェ ア 287 純 資 産 の 部

投資その他の資産 2,849,695 株 主 資 本 2,303,465

関 係 会 社 株 式 2,383,197 資 本 金 1,168,021

関 係 会 社 長 期 貸 付 金 400,080 資 本 剰 余 金 234,965

そ の 他 66,417 資 本 準 備 金 221,767

そ の 他 資 本 剰 余 金 13,198

利 益 剰 余 金 1,048,780

利 益 準 備 金 70,237

そ の 他 利 益 剰 余 金 978,542

繰 越 利 益 剰 余 金 978,542

自 己 株 式 △148,302

純 資 産 合 計 2,303,465

資 産 合 計 6,110,008 負債・純資産合計 6,110,008
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損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 529,802

売 上 総 利 益 529,802

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 171,286

営 業 利 益 358,515

営 業 外 収 益 50,374

受 取 利 息 及 び 配 当 金 34,282

雑 収 入 16,091

営 業 外 費 用 35,943

支 払 利 息 35,943

経 常 利 益 372,946

特 別 損 失 2,458

減 損 損 失 2,458

税 引 前 当 期 純 利 益 370,487

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 15,919

法 人 税 等 調 整 額 △3,206 12,713

当 期 純 利 益 357,774
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株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本

準備金

その他

資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益
準備金

その他利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

当 期 首 残 高 1,168,021 221,767 13,198 234,965 62,035 811,045 873,081

当 期 変 動 額

剰余金の配当 8,201 △190,277 △182,075

当 期 純 利 益 357,774 357,774

自己株式の取得

当期変動額合計 8,201 167,497 175,698

当 期 末 残 高 1,168,021 221,767 13,198 234,965 70,237 978,542 1,048,780

株主資本

純資産

合計
自己株式

株主資本

合計

当 期 首 残 高 △148,236 2,127,833 2,127,833

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △182,075 △182,075

当 期 純 利 益 357,774 357,774

自己株式の取得 △65 △65 △65

当期変動額合計 △65 175,632 175,632

当 期 末 残 高 △148,302 2,303,465 2,303,465
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子 会 社 株 式 移動平均法による原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯 蔵 品 最終仕入原価法による原価法

３．固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産

①建物及び構築物 定額法

但し、1998年３月31日以前に取得した建物並びに2016

年３月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物は

定率法

②工具、器具及び備品 定率法

無 形 固 定 資 産 定額法

４．引当金の計上基準

賞 与 引 当 金 従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の

うち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給

付債務の見込額に基づき、計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

５．控除対象外消費税等

の会計処理

控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理

費として処理しております。
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（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 5,955千円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 3,107,750千円

長期金銭債権 400,080千円

短期金銭債務 2,890,897千円

３．保証債務

関係会社の金融機関からの借入に対する保証債務残高 4,815,124千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

（1）売上高 527,042千円

（2）営業外収益 47,675千円

（3）営業外費用 26,527千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 104,865 33 ― 104,898

(注）増加は単元未満株式の買取による増加であります。
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（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

役員退職慰労引当金 12,043千円

減損損失 772千円

事業税 459千円

その他 6,037千円

繰延税金資産小計 19,312千円

評価性引当額 ―千円

繰延税金資産合計 19,312千円

繰延税金資産純額 19,312千円

（関連当事者との取引に関する注記）

１．親会社

種類
会社等の

名称

議決権等

の所有

（被所有

割合）

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

（千円）

親会社

VTホール

ディング

ス㈱

直接

43.49

役員の兼任

資金の借入

資 金 の 借 入

資 金 の 返 済

利 息 の 支 払

2,950,000

3,500,000

12,459

関 係 会 社

短期借入金
645,302

（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。
２．資金の借入及び利息の支払については、市場金利等を勘案し、利率を合理的に決定してお

ります。
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２．関連会社等

種類
会社等の

名称

議決権等

の所有

（被所有

割合）

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

（千円）

子会社
㈱エムジ

ーホーム

直接

100.00

役員の兼任

資金の貸借

経 営 指 導

資金の借入

資金の返済

資金の貸付

資金の回収

利息の支払

利息の受取

経営指導料

400,000

1,250,000

2,250,000

1,650,000

1,924

1,342

36,300

関 係 会 社

短期貸付金
600,000

子会社

㈱アーキ

ッシュギ

ャラリー

直接

100.00

役員の兼任

資金の借入

経 営 指 導

資金の借入

利息の支払

経営指導料

800,000

4,049

38,460

関 係 会 社

短期借入金
1,220,000

子会社

エムジー

総合サー

ビス㈱

直接

100.00

役員の兼任

資金の借入

経 営 指 導

資金の借入

利息の支払

経営指導料

50,000

3,862

4,812

関 係 会 社

短期借入金
450,000

子会社
㈱TAKI

HOUSE

直接

100.00

役員の兼任

資金の貸付

経 営 指 導

債 務 保 証

資金の貸付

資金の回収

利息の受取

経営指導料

借入債務の保証

仕入債務の保証

保証料の受取

1,151,000

2,383,060

22,722

34,404

2,633,124

13,197

6,492

関 係 会 社

短期貸付金

関 係 会 社

長期貸付金

1,636,300

400,080

子会社
㈱ミライ

エ

間接

100.0

役員の兼任

資金の借入

経 営 指 導

資金の借入

利息の支払

経営指導料

120,000

613

1,680

関 係 会 社

短期借入金
120,000

子会社 ㈱髙垣組
直接

100.00

役員の兼任

資金の貸付

経 営 指 導

債 務 保 証

資金の貸付

資金の回収

利息の受取

経営指導料

保証料の受取

1,000,000

400,000

4,969

27,336

351

関 係 会 社

短期貸付金
600,000

子会社
㈱川﨑ハ

ウジング

直接

100.00

役員の兼任

資金の貸付

経 営 指 導

債 務 保 証

資金の貸付

資金の回収

利息の受取

経営指導料

借入債務の保証

保証料の受取

450,000

550,000

4,562

48,408

2,182,000

7,234

関 係 会 社

短期貸付金
250,000

子会社
㈱ハウメ

ンテ

直接

100.00

役員の兼任

資金の借入

経 営 指 導

資金の借入

利息の支払

経営指導料

110,000

3,618

2,160

関 係 会 社

短期借入金
450,000

（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。
２．資金の借入及び利息の支払については、市場金利等を勘案し、利率を合理的に決定してお

ります。
３．経営指導料については、経営の管理・指導等の対価としての妥当性を総合的に勘案し、協

議の上、契約により決定しております。
４．保証料については、公的な保証期間の保証料率を勘案し、合理的に決定しております。
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（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 822円32銭

１株当たり当期純利益 127円72銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月18日
AMGホールディングス株式会社
取 締 役 会 御中

監査法人アンビシャス
岐阜県岐阜市
代表社員
業務執行社員

公認会計士 若 原 幸 秋

代表社員
業務執行社員

公認会計士 今 津 邦 博

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＡＭＧホールディン

グス株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連
結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、ＡＭＧホールディングス株式会社及
び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算
書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査
に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の
責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容
は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する
ものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通
読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法
人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示
するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を
評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な
疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな
い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財
務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類
の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、
監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを
適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月18日
AMGホールディングス株式会社
取 締 役 会 御中

監査法人アンビシャス
岐阜県岐阜市
代表社員
業務執行社員

公認会計士 若 原 幸 秋

代表社員
業務執行社員

公認会計士 今 津 邦 博

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＡＭＧホール

ディングス株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第41期事業
年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類
等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査
に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の
責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は
含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも
のではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が
監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を
評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを
適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第41期事業年
度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につい
て以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に
関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）の状況について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると
ともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制

部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務
の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事
項及び同号ロの判断及びその理由については、取締役会その他における審
議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及
びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取
締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をす
るに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当
社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由に
ついて、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人アンビシャスの監査の方法及び結果は相当であると

認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人アンビシャスの監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

2026年５月19日

AMGホールディングス株式会社 監査等委員会

監査等委員 吉 村 裕 彦 ㊞

監査等委員 岡 田 千 絵 ㊞

監査等委員 小 出 修 平 ㊞

（注）監査等委員岡田千絵及び小出修平は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定

する社外取締役であります。

以 上
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株 主 総 会 参 考 書 類

議案及び参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（４名）は、本総会終結の時を

もって任期満了となりますので、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く）

４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討され、全ての候補者

について適任である旨の意見を得ています。

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当 社 の 株 式 数

１

い とう まさ ひで

伊 藤 誠 英

(1960年９月27日生)

2008年６月 VTホールディングス㈱

専務取締役（現任）

17,300株

2011年６月 ㈱アーキッシュギャラリー

代表取締役社長（現任）

2014年６月 当社取締役

2021年４月 当社取締役会長（現任）

（重要な兼職の状況）

VTホールディングス㈱専務取締役

㈱アーキッシュギャラリー代表取締役社長

〔取締役候補者とした理由〕
伊藤誠英氏は、当社の親会社であるVTホールディングス㈱において、同社及びグループ会

社で長年にわたり経営に携わり、事業の成長と業績の向上に向けた成長戦略の実現に尽力し
ております。その優れた経営能力から、当社の重要事項の決定及び業務執行の監督に重要な
役割を果たしており、引き続き取締役候補者としております。

２

おお わき たか し

大 脇 貴 志

(1976年２月22日生)

2006年４月 ㈱アーキッシュギャラリー入社

5,300株2006年４月 同社取締役管理部長（現任）

2021年４月 当社取締役管理部長（現任）

〔取締役候補者とした理由〕
大脇貴志氏は、財務及び会計に関する幅広い知識と経験を有しております。当社の取締役

として、経営企画や経理財務担当の立場で意見・提言を行っており、当社グループの企業価
値向上に貢献していることから、引き続き取締役候補者としております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当 社 の 株 式 数

３

やま うち いち ろう

山 内 一 郎

(1959年６月27日生)

2008年６月
VTホールディングス㈱

常務取締役（現任）

3,600株

2012年６月 当社取締役

2021年４月 当社取締役（監査等委員）

2022年６月 当社取締役

（重要な兼職の状況）

VTホールディングス㈱常務取締役

〔取締役候補者とした理由〕
山内一郎氏は、当社の親会社であるVTホールディングス㈱において、グループ全体の経

理・財務をはじめとする管理部門の中核を担っております。その高い専門性と見識、幅広い
経験をもとに、当社の重要事項の決定及び業務執行の監督に重要な役割を果たしていただけ
ることが期待されることから、新たに取締役の候補者としております。

４

ほり なお き

堀 直 樹

（1964年３月30日生）

2004年８月
㈱ホンダベルノ東海（現、㈱ホン

ダカーズ東海）代表取締役社長

－株

2006年６月
VTホールディングス㈱

取締役管理部長

2006年８月
㈱ホンダカーズ東海代表取締役

副社長

2006年10月
VTホールディングス㈱取締役

コンプライアンス推進部長

2007年６月

㈱ヤマシナ（現、㈱ワイズホール

ディングス）代表取締役社長(現

任)

2014年６月
VTホールディングス㈱

取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

㈱ワイズホールディングス代表取締役社長

〔取締役候補者とした理由〕
堀直樹氏は、当社の親会社であるVTホールディングス㈱において、管理部門、新規事業部

門を歴任し、グループ会社の経営者としても豊富な経験と実績を有しております。現在は、
上場会社の経営者として経営改革に尽力し、グループ業績の向上に貢献しております。その
優れた経営能力から、当社の重要事項及び業務執行の監督に重要な役割を果たしていただけ
ることが期待されることから、新たに取締役の候補者としております。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．各候補者の有する当社の株式数は、2026年３月31日現在の所有株式数を記載しておりま

す。
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第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了と

なりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じま

す。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当 社 の 株 式 数

１

わた なべ とし や

渡 邊 俊 哉

(1960年７月30日生)

1984年４月 ㈱鴻池組入社
－株

2025年８月 当社顧問（現任）

〔取締役候補者とした理由〕
渡邊俊哉氏は、長年にわたり総合建設会社に勤務しており、建設事業に関する幅広い知識

及び長年に渡る実務経験を有しております。これまでの知識・経験等を活かし、当社及び当
社グループの経営監視機能を果たし、当社のコンプライアンス及びコーポレートガバナンス
の強化に貢献いただけることが期待されることから、新たに監査等委員である取締役の候補
者としております。

２

おか だ ち え

岡 田 千 絵

(1970年10月３日生)

1998年４月 弁護士登録

700株

中根常彦法律事務所入所

2003年６月 当社社外監査役

2003年10月 鹿倉法律事務所パートナー（現任）

2006年10月 名古屋簡易裁判所・民事調停官（非

常勤裁判官）

2015年10月 愛知労働局紛争調整委員会委員

2020年９月 国立大学法人愛知教育大学監事

2021年３月 会社分割による組織変更により当社

社外監査役退任

2021年４月 ㈱エムジーホーム監査役

2022年６月 愛知時計電機㈱社外取締役（現任）

2023年６月 当社取締役監査等委員（現任）

2024年９月 公益財団法人名古屋まちづくり公社

監事（現任）

（重要な兼職の状況）

鹿倉法律事務所パートナー

愛知時計電機㈱社外取締役

公益財団法人名古屋まちづくり公社監事

〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕
岡田千絵氏は、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しております。社外役

員となること以外の方法で直接事業会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士と
しての専門的な知識・経験等を活かし、客観的な立場から当社グループのコンプライアンス
及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることが期待されることから、引き続き
監査等委員である社外取締役の候補者としております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

候補者の有する
当 社 の 株 式 数

３

こ いで しゅう へい

小 出 修 平

(1975年２月20日生)

1998年10月 朝日監査法人名古屋事務所入所

（現・有限責任あずさ監査法人）

－株

2002年５月 公認会計士登録

2006年９月 東京北斗監査法人名古屋事務所入所

（現・仰星監査法人）

2016年６月 ㈱トラスト社外監査役（現任）

2019年10月 仰星監査法人代表社員（現任）

2025年６月 当社取締役監査等員（現任）

（重要な兼職の状況）

仰星監査法人代表社員

㈱トラスト社外監査役

〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕
小出修平氏は、社外役員となる以外の方法で事業会社の経営に関与された経験はありませ

んが、公認会計士としての専門的な知識・経験等を活かし、客観的な立場から当社及びグル
ープ会社のコンプライアンス及びコーポレートガバナンスを強化し、取締役会の監督機能の
強化と透明性の確保への貢献が期待されることから、引き続き監査等委員である社外取締役
の候補者としております。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．岡田千絵氏及び小出修平氏は、社外取締役候補者であります。また、岡田千絵氏は過去に

当社の社外監査役に就任しておりました。
３．岡田千絵氏は、当社の特定関係事業者（親会社）であるVTホールディングス㈱の社外取締

役監査等委員の三親等以内の親族であります。
４．当社は、小出修平氏を、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員と

して両取引所に届け出ており、同氏が選任された場合には、引き続き独立役員となる予定
であります。

５．岡田千絵氏の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終了の時をも
って３年であります。また、小出修平氏の監査等委員である社外取締役に就任してからの
年数は、本総会終了の時をもって１年であります。

６．当社は、岡田千絵氏及び小出修平氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める額であります。なお、両氏の再
任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、渡邊俊哉氏の選任
が承認された場合、当社は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

６．岡田千絵氏の戸籍上の氏名は、鹿倉千絵であります。
７．各候補者の有する当社の株式数は、2026年３月31日現在の所有株式数を記載しておりま

す。
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第３号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員であ

る取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く）長谷川克

彦氏及び大西昌也氏、並びに監査等委員である取締役吉村裕彦氏は、本総会終結

の時をもって任期満了により退任されます。つきましては、３名に対し、それぞ

れ在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲内で退職慰労金

を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役（監査等委員であ

る取締役を除く）については取締役会の決議に、退任監査等委員である取締役に

ついては監査等委員である取締役の協議によることにそれぞれご一任願いたいと

存じます。

退職慰労金につきましては、当社役員退職慰労金規程に基づき、役位、在任年

数に応じて支給するものであり、本議案の内容は相当であると判断しております。

退任される取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取

締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

は せ がわ かつ ひこ

長谷川 克 彦 2017年６月 当社代表取締役社長（現任）

おお にし まさ や

大 西 昌 也
2019年６月
2021年４月

当社取締役
当社常務取締役（現任）

よし むら ひろ ひこ

吉 村 裕 彦 2023年６月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
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（ご参考）株主総会後の取締役のスキルマトリクス

（注）本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役のスキルマトリクスは

以下のとおりです。

氏 名 就任後の役職 社外
企業
経営

業界
知見

事業
投資

財務
会計

法務

伊 藤 誠 英 代 表 取 締 役 社 長 ● ● ●

大 脇 貴 志 取 締 役 管 理 部 長 ● ● ●

山 内 一 郎 取 締 役 ● ● ● ●

堀 直 樹 取 締 役 ● ● ●

渡 邊 俊 哉 取締役常勤監査等委員 ●

岡 田 千 絵 取 締 役 監 査 等 委 員 〇 ● ●

小 出 修 平 取 締 役 監 査 等 委 員 〇 ● ●

以 上
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株主総会会場ご案内図

会 場 ホテル名古屋ガーデンパレス ２Ｆ 翼の間

所在地 愛知県名古屋市中区錦三丁目11番13号

電 話 (052)957-1022

交 通 地下鉄 栄駅１番出口（西出口)より徒歩５分 (東山線・名城線)

久屋大通駅４番出口より徒歩５分 (名城線・桜通線)

伏見駅１番出口より徒歩８分 (東山線・鶴舞線)

丸の内駅５番出口より徒歩５分 (桜通線・鶴舞線)

(注) 駐車場はご用意してございませんので、公共交通機関をご利用くだ

さい。
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